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は じめ に

　 占領 下 に おい て 反共教育政 策が い つ か ら登 場 し，そ れ が ど の よ うな内容 と特徴 を も っ

て 歴史的に 展 開 して い っ た の か ， また そ れ が 教育民 主化政策 の 展 開や実現 に どの よ うな

影響 を与え たの か の 究明 は，占領期教育史の 時期 区分や教 育 史像 の 形成 に と っ て 不 可 欠

の 課 題 で ある 。 本稿 は
， 占領下 にお け る反共教育政 策の 起点 と歴 史的展 開 の 諸段 階 を明

らかに する とい う視点か ら， 文部省著作社会科教科書 「民主主義』（ヒ）の 成立 経緯 を検

討す る こ とを意図 した もの で あ る 。

　 『民主主義』は
， CIE教育課 の H．ベ ル （Haward　 Be11）の 強い イニ シ ア テ ィ ブの もとに

1946年 10月に作成に着手 し， その 上 巻 は 1948年 10月 （下巻 は 1949年 8月）に発行 され

た 。 CIE内で 反共 教育 政策推進の立役者で あ っ た W ．C．イー
ル ズは

，
　CIE教 育課 が関与 し

た主 要な共産主義対策の 筆頭 に 『民 主主義』の 発行 を挙 げ て い るが
）

，同書は そ の 発行後

に は
， 「ソ ビ エ ト共産党 との イデオ ロ ギ

ー
闘争にお ける

“
原爆

”
」 （ベ ル）で ある とか 「共

産主義の 見事な告発状」（GHQ ）と して CIEの 反共教育政策推進の 重要 な手段 と して学校

教育の み な らずソ ビエ トか らの 引揚者再教育を含 む社会教育や ラ ジ オ放送 に至 る まで 広

範に活用 され た。 しか し，1946年 10月に CE が こ の 本の 発行 を構想 した時点 にお い て，

そ の 主要 な意図が 「
“
原爆

”
」の 作成 や 「告発 状」の発行 に あ っ た の か どうか は 究明 され

るべ き課題で ある 。 もしそ うで あっ た とする な ら， 占領期の 教育史像 は修正が 求め られ

る こ とに なる で あ ろ うし， そ うで は な く途中か らその 意図や位置づ けが変化 した とする

な ら
， それ が どの よ うな要 因に よ りど う変化 した の かが問わ れる こ とに な る 。 こ れ に 関

して ，先行研究は相 異 なる 二 つ の 見解 を示 して い る 。 西鋭夫 は ， 同 書が 当初 よ り反 共的

意図 に基づ き作成 され た もの で ，途中で その 意図や位置づ け けの変化 はなか っ た と して

い る  こ れ は，占領教育政策に転換 は な く反共政策で
一

貫 して い た とする西の 占領期教

育史像に対応 した 評価で あ っ た 。 他方 ， 片上宗二 は ， CIEの立 場が 変化 し 『民主主義』は
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「変質」 した と して い る
’；，

。 しか し， 「変質」の 内容は 実証 的 に明 らか に され て はお らず ，

その 要因に つ い て も
・
般 的に 「冷戦」 を挙 げ る の み で それ が 作成 過程 にお い て CE や ベ

ル の 思考に 具体的に どの ように反映 したか に つ い て の 分析は なされて い な い
。

　こ の よ うな中で 本稿 は，  『民主 i義 』 （上 ）の 作 成経緯 ， 特 に論議の 的 とな っ た第 ll

章 「民 ilL義 と独裁 ｝磯 」に焦点をあて ，第 1ユ章の 草稿 を もとに そ の 内容 と意図が 大 き

く変化 して い た こ とを具体的 に論証 し，   変化の 要因 と して ，「冷戦」 を反 映 した CIE 及

びベ ル の 政 治教育方針 の 変化が存在 して い た こ とを明 らか に し ，   その 内容 と性格の 分

析 を通 じ て CIE の 反共教育政 策展 開の 特徴 を検討 する こ と，を目的と した もの で あ る。

1． 『民主主義』 （上）作成過程 の 概要

「各学校は
， 毎 日の い くらか の 部分 を民 主注 義と新憲法の 教育に 割 くべ きで あ り，

民主 主義 と新憲法 に関 する成 人学級の ような学級が 少な くと も週 1回 は 開催 され

る べ きで ある 。 」
“

　日本 の 民 主化 を主導 して きた GS （民政局）は新憲法施行 を目前 に した 1947年 2月 11

日， 政治教育の 方針に つ い て CIEに こ の よ うな提 言 を行い
， 新憲法の 普及と民 E主義の 定

着 に対する 並々 な らぬ 意気込 み を示 して い た 。 こ れ に対 して CE は，具体的実施形態に

関する部分 は容れ る とこ ろで は なか っ たが，「民主 主義」 と 「新憲法」 を 2本柱 とする 政

治教育の 強化に つ い て は異存が な くGS の 提言 を積 極的 に承認 した 。 民主主 義 と新憲 法

に関する教育計画は ， CIEの 教育政策の 重要課題 として 位置づ けられて お り， その 具体化

が既 にこ の 時点で は 進行 して い た 。 CIE は 1946年末 よ り，後に 『あた ら しい 憲法の はな

し亅， 『民主主 義』と題 して発行 され る こ とに な っ た社会科教科書の 作成に 着手 して い た 。

『民主主義』発行の 構想 は 1946 年 IO 月 ， 『あた ら しい 憲法の は な し』の それ は 1946年 ユ1

月 と ほ ぼ 同時期に い ずれ も CIE か ら文部省 に示唆 され ，
12 月か ら本格的作業をス タ

ー ト

させ て い る 。 『民主主義』の 発行 を最初 に提案 したの は CIEに こ の 9 月 に着任 した ばか り

の ベ ル で あ っ だ
脚

。
ベ ル は発行の 趣 旨を ， 高等学校 1年生用 に 「民 主主義の 基本的様相 に

つ い て比較的簡単に
， 分か りやす い ソ ース ブ ッ クを提供する こ とで ある」 として お り

S．）
，

また
， 中等教育担当官 の オズ ボー ン は （Monta 　L ．　Osborne ），高等学校

一
般社会の 学習

指導要領の 1単元 「民 主主義の発達」に対応 した 60数ペ ージ程度の 小 さな教授用 の パ ン

フ レ ッ トの 作成 を意図 した もの で あ っ た と して い る
7）

。 また
， 発行 の 時期 に つ い て は，

『あた ら し い 憲法 の は な し』が 発行 された の が 1947 年 8月で あ っ たが，それ と同時期の

1947年夏に発行す る とい うの が当初 の 構想 で あ っ た
s，

。

　 『民 主主義』 （上〉の 作成過程 は
，
以下の 4 つ の 段階に 分けられ る 。
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　第 1段階は，『民主主義』の 作成 につ い て CE と文部省の 協議が ス ター トする 1946年 10

月か ら翌年 1月頃の 時期で，執筆者の 人選 ， 趣 旨と 日次 を含め た 概 要の 確認が，ベ ル と文

部省及び 執筆者 の 問 で な され る時期で ある 。 CIE側 の 担当者 は杜会科学分野 の カ リキ ュ

ラ ム ・教科書 の 専門家 とされ た ベ ル で ， 文部省側 は西村巌 ， 石 山脩平 そ して 調査課の 深 井

龍雄，木田 宏で あ っ た 。 第 2段階は
，
48 年の 1月頃 まで で ，東大教授 の 鵜飼信成等 11名の

執筆者が それ ぞれ担当した 章の 草稿 を作成 しベ ル と佃別 の 協議 を行 い 草稿 を完成 させ て

い く時期で ある 。 なお ， 原稿の 締 め 切 りは 5月 1 日 と確認 され て い たが，こ の 時 まで に提

出 され た の は 僅か 1編 の み で あ り，1947年夏 に発行 とい う当初の 予定 は 秋 に延期 され，

更に 延期が 繰 り返 さ れ る こ と に な る
。

こ の 原因は ，多人数の 執筆者の た め 調整 に時間が

必 要で あ っ た とい う物理的条件 に加 えて ，「各章の 内容 を吟味 しそ の 評価 を綿密 に検討せ

ねば な らず ， また ，扱 っ て い る論題 が論議 の 的となる もの で ある」
“）

の で 期 限 に は 厳格 に

ならない 方が よ い とするベ ル の 方針 が反映 して い た 。 次 に，第 3段 階は，ベ ル 及 び東大法

学部教授 の尾高朝雄の 2人 に よ っ て 編集が 進 め られ 『民 主主義』が教科 書 として 仕上 げ ら

れる 1948年 2月以降の 時期である 。 1948年 1月に は
， 予定 されて い た 18章の うち 16章

の 草稿が 提 出済み と い う進行状 況 を迎 え ， 2月6 日の 執筆者 を含めた全体委員会で 「改訂

に つ い て ，尾高教授 に フ リーハ ン ドを与える」
1°）

とい う r承を執筆者か ら得て い る 。 以

降， 草稿は執筆者の 手 を完全 に離れ，ベ ル ・尾高の 両者の 共 同作業 で 修正 ， 書 き直 し， 編

集が行 わ れ る こ と になる 。 両者 の 協議 は，こ の 時か ら 『民主主 義』（上）発行の 10月まで

の 9ヶ 月足 らずの 問に実 に 26回 に 及ん で い る 。
こ の過程で ベ ル は

， 『民 主主義』の 発 案者 ，

事実上 の 執筆者 （第 1章及び 第 17章）そ して 編集者 と して そ の 作成に 決定的な影響力を

行使 して い た
11）

。 最後 に，第4段階 は，7月末に尾 高 ・ベ ル の 編集作業が完了 した段 階 で
，

論議 の 的 とな る内容 を含んだ第9章，10章及び l！章の 3 つ の 章 をGHQ の 関係部局 に送 り，

その コ メ ン ト及び 文部省か ら寄せ られ た 要望に基づ い て ベ ル と尾高が最終 原稿 を完成 さ

せ る と い う段 階で ある 。

　以上 の ような過程 をへ て
，
『民主 主義』（上）は 予定よ り1年余 り遅れ た 1948年 10月 30

日付 で ようや く発行 され る こ とに な っ た。
こ の 1年の 遅れ は，後述する よ うに ，『民主 主

義』の 内容 に 大きな影響を与え る こ とに な っ た 。

ll． 第 11 章 「民主主義と独裁主義」の 作成経緯

　 1． 第 11章の 作成経緯概要

（1）大河 内草稿 と尾高 ・ベ ル に よる改訂作業

　第 ll章は 『民 主主義』の 中 で もベ ル に よ っ て 最 も重要 なkey　chapter と して 重要視 さ

れ た章で あ り，最 も論議の 的とな っ た 問題 の 部分で あ っ た
。

こ の 章を担当した の は東大
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経済学部教授の 大河内
一一一

男で あっ た 。 1947年 6月 18日 ， 大河 内が 準備 した章の 概要を も

とに ベ ル と の 最初の 論議が行わ れた 。
ベ ル は，「大河内教授 は

， 高度 に産業化 され た経済

は 必然的に 政治的独裁 に 向か う とい うこ とを信 じて い る よ うで あ る 。 私 は
， 小規模な こ

と自体が美 徳で は な い し， 同様 に大規模 な こ と 自体 も基本的に悪 とは い えな い と い うこ

とを指摘 しよ うと した」
12・／

とい うよ うな基本的な見解の 相違 もあっ た こ と を報告 して い

る 。
こ の 後大河 内は 10 月 7 日 に執筆 した 草稿 を もとに ベ ル と論議 を行 っ て い るが

，
ベ ル

は 「全体 として 立派で ， 説得力ある 内容の もの で ある が ，
さ らに解明が必 要 な い くつ かの

事実に 関す る 問題 や 解 明が 必 要な見解が あ る 」
13 ±

と して 引 き続 き論議 と草稿 の 修正 を求

め た 。 1948年 2月 19 日，大河 内の 改訂草稿 を もとに こ の 章 をめ ぐる ベ ル と大河内の 3 回

目の 協議が行われ た 。
ベ ル は 「主題 の

一
般 的な扱 い 方は容認 で きる もの で あ り， 内容は

一
般的に適切 で あ り， 有意義な もの で あ る」

14 ）

とそ れ を評価 しな が ら も ， 「中等学校 レ ベ

ル に と っ て は学問的す ぎる」 として 「尾高が草稿 を もとに して完全に書 き換える こ とが

必要で あ ろ う」
1ヰ ，

とい う判断を下 した 。

　以 降 ， 第 11章は大河 内の 手を完全 に離れて，尾高 ，
ベ ル の 共同作業 に よ っ て 草稿の 改

訂， 最終稿の完成 と い う経過をた どる こ とに なる 。 6月 7 日に ， 尾高の 改訂草稿 を基 に詳

細な検討が行わ れたが ，
ベ ル は 「こ れは こ の 本の key　chapter で ある か ら，相 当注意深

い
， 徹 底 的な検討が 必 要で ある」

15） と考えて い た 。 尾 高 は ベ ル との 検討 をもとに再び草稿

を修 正 し，
7月 8 日，9 日の 2回 にわた りベ ル と協議 した。 両 者 は草稿の 「内容 と表現の 両

方の 細部に わ た り用心 深い 注意を加 え」
16）

て 入念 な点検を行 っ た末，尾高が最終草稿を完

成させ CIE及び GHQ の 関連部局の コ メ ン トを求め る こ とに な っ た 。

（2）文部省 ， GHQ 各部局の見解 と再 改訂

　第 11章の 最 終草稿 に つ い て ベ ル は
， 「私 は個入 的に は それ らに 大変満足 して い る 。 《中

略》民主主 義 と共 産主義が 陥 る独裁主義 と の 対立 の 性格 に つ い て こ れ程効果的な文章を

私は こ れまで 知 らな い 」
17）

と満足 げに教育課長の オア （Mark 　T．　Orr）に報 告 して い る 。

とこ ろ が ， 第 ll 章に対する懸念が文部省か ら表明され る 。 こ れ に つ い て ベ ル は先 の 報告

の 中で
，

日本側が 「ソ ビ エ トロ シ ア の 共産党 とその ボ ス に対する直接 的で 故意に 辛辣 な

言及が …教育基本法違反 となる こ とを恐れ て い る」
18♪

と述 べ
，

これ に対 して 「私 はそ の よ

うに は思 わ ない 」と不同意 を表明 して い る 。 何故な らば 「こ の 本は用心 深 くこ の 特別 な

章の 真 に 中心 的 な問題 に 真剣 に取 り組む よう計画 して きた」
ユ8 ）

の で あ り， 「第 11章に手心

を加 える の は
， 私 の 考えで は

，
この 本が本来有 して い た有効性 を大 きく損な うこ とに な

ろ う。 所 謂 冷戦 の イ デ オ ロ ギ ー的激烈 さ とい う観点か ら， また 今日まで の 我々 の 比 較的

意気地の ない 行動 とい う見地か ら考 える な ら，あ るが ままに語 らな い とい うこ とは筋が

通 らず臆病な事で もあ る」
18 ｝

か らで ある 。 7 月 22 日に深井 と木 田が ベ ル に正式に文部省
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の 修正 要望 を伝 えた 。 その 「基本的性 格は
，

ソ 連の 政策や 行動 を表現 する 際に用 い られ

る 言葉 を和らげる こ と」
191

で あ っ た 。 同趣 旨の 申 し入 れ が 有光文 部次 官か ら教 育課 課長

補佐 トレ
ー

ナ
ー

（Joseph　C．Trainor）に対 して も行われ，トレ ー
ナ

ー
は再検討 を約束 し

て い る
2
％ 他方，GHQ 各部局か らは様 々 な コ メ ン トが 寄せ られ た 。

　 DS （外交局）は ，「共

産 主義を取 り扱 っ た 第 11章の 部分 は ， 共 産主義の 好 ま しか らざる本質の 強力で 明快 な批

判 と西欧民主主義の 優秀性に つ い て の 効果的な説 明が な されて い る上
L1

と して 第 ll章 を

積極的に評価 して い た。ESS （経済科学局）も，第9章 ， ユ0章につ い て は多 くの 批判 を行

っ た が ， 第11章につ い て は 「一般的に 良 く受け とめ られ好 評」
ど2

で あ り，特 に異論 を提 出

しなか っ た 。 こ れに 対 して NRS （天然資源局）と GS （民政局 ）は，第 ll章の 記述 に 関 し

て 修正 を示唆す る コ メ ン トを送 っ て きた 。 NRS の コ メ ン トは
， 「もしSCAP が こ の教科書

の発 行に関 して 何 らか の責任 を負うの で あれば，第 11章 を修正 する よ う示唆 す る 。

… こ

の 章は 基本的には 同 じ内容 を連合国の 1国を直接攻撃する よ うな印象 を与えな い よ うに

書 き直される べ きで あ る」
23 ：

とい うもの で あ っ た 。 また
，
GS は 「SCAPIN33 第 3項 （プ

レ ス コ ー ド，1945年 9 月ユ9 日付）に違反す る恐 れの ある第 11章 『民主主義 と独裁主義』

に お ける ソ ビエ ト政府へ の い くつ か の 言及を除 い て 異議 は ない 」
24）

と して 第 11章の 修正

を示唆 して きた
。

　GHQ 各部局及び文部省 に よ っ て 示 さ れ た示 唆や 見解 を受 け て，尾 高が 3度 目の 第 ll章

改訂草稿 を作成 し
，
9 月 30 日 ，

10 月 11 日の ベ ル との 2 回 に わた る協議 に よ り 「関係者の

全 員が満足す る 形」
2S ’

で 最終的に見解 の 調整 が行われた 。 改訂 に よ っ て 「最 初 の 草稿 が有

して い た と思 わ れ る 迫力 は欠 く」
2G ）

こ とに な っ た が
， 「ソ ビ エ トロ シ ア の 現在の 政府に 関

連 した 組織や個 人に 対す る直接的で 辛辣 で 批 判的 な言及が 除か れ た こ と に よ り， 恐 ら く

文部省 に と っ て は厄 介な こ とを引 き起 こ す の を少 な くす るで あ ろ うし，しか も，同 じ目

的 は充分 に果 たすだ ろ う」
2fi〕 とベ ル は報告 して い る 。

　2． 第 11章の 内容の 変化 とその 性格

　二 つ の 草稿 （大河内執筆草稿及び尾高 ・ベ ル の 改訂草稿）と完成本及び 「他の 制度 と

比較した民主主義」の 概要 をもとに ， 第 11章の性格，内容が どの よ うに変化 した の か を

明 らか に した い
。 なお，こ の 章の タ イ トル は

， 当初の 仮の タイ トル とされ た 「他の 制度 と

比較 した民主主義」（Democracy 　Compared 　with 　Other　Systems）が 1948年 2月 19

日 の 大河 内草稿で 「民 主主 義 と独 裁主義 」（Democracy 　versus 　Authoritarianism）と

変更 され ， さ らに 1948年 7 月 16 日以 降の 尾高 ・ベ ル 草稿 で は 「民 主主義 と独 裁主 義」

（Democracy　and 　Dictatorship）とされ ， 3 度タイ トル 名を変更 して い る 。

（1）「他の 制度 と比較 した 民主主義」概 要 と大 河内 草稿
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文部省著作社会科教科書 r民主主義 （上〉』（
“
Primer　 of　Democracy

”
）の 成 立経緯

　民主主義 と共 産主義の 関係 を どう規定す る か，と い うこ とが 第 11 章の 大きな論点で あ

っ たが ，共産主 義 を どの ように扱 うか に つ い て は，文部省 は当初か ら強い 関心 と懸念 を

抱 い て い た 。
こ れ に対 して ベ ル は

，
1946 年 12 月 16 日の 西村 ， 深井 との 会議に お い て 「立

証で きる事実に忠実で ある よ うに努め
， 反響 はあ ま り気 に しない ように忠告」

罰

して い

る 。 こ の 時点で ベ ル は 「民主主 義の 弱点 を指摘す るの に躊躇す る よ うな誠 実な分析 家 は

い な い だろ う し， 共産主義の 客観的分析に よ っ て傷つ けられ る偏見の ない 読者 もい ない

だ ろ う」
27）

と考 えて い た 。 反共 を前面 に出 さず ， 「む しろ
， 民 主主義 をあ くまで も分析的

に
， 事実に即 して客観的に記述すべ し」

2a，
とい う冷静な構想は

， 当初の 第 11章の 概要 に も

示 され て い る 。 「他 の 制 度 と比較 した 民主主義」の 概要は次の よ うな もの で あ っ た 。

　　「民主主義 は他 の 制度 との 関係で 考 え られ た時は じめ て そ れ を明 白に理解 す る こ と

　　が で きる 。
こ れ は ， 民主 主義 ， 共産主義そ して フ ァ ッ シ ズ ム の 一特 に それ らが 普通

　　 の 人 間 に何 を もた らすの か とい う観点か ら一基本的相 違 を明確 に す る努力 を必 要 と

　　 して い る 。 共 産主義 と民主 主義の 問に は
“
こ えられ ない 矛盾

”
が 存在する の だ ろ う

　　か 。 も しそ うで な い と した ら ，
どの よ うな妥協が な され る べ きな の か 。 もしそ うだ

　　 と した な ら，原子力時代 に おけ るそ の よ うな対立 の 結果は ど の よ うになる の だろ う

　　 か ？」
29）

　 こ こ に は ， 共 産主義 ，
フ ァ ッ シ ズ ム との 対比 で 民 主主義の 特徴 ， 優秀性 を明らか に する

と い う構想が 示 さ れて い る が，未だ共産 主義 を本質的 に 民主 主義の 敵 対物 とす る 反 共 的

性格は 希薄で あ る こ とが注目され る 。

　 次 に大河 内草稿
3Q 〕

で あるが ，
こ こ で は，民 主主義 フ ァ ッ シ ズ ム 及び共産主義の 比較 に

あた っ て ，（1）まず フ ァ ッ シズ ム と共産ギ義 を全体主義 と して同
一
視す るこ とな く両者

を区別 し，
フ ァ ッ シ ズム を悪 と し て そ の 欠陥を反省す る こ と

， （2）次 に
， 民主 主義 と共産

主義の 「両制度 に つ い て ，それ ぞれの 長所 と ともに短所 をも冷静 に そ して め い りょ うに ，

比較検討する こ とがた い せ つ で あ る」こ と，（3）さ らに 「民 主 主義 にせ よ共産主義にせ よ
，

決 して 固定 した もの で は な く， 生 きた もの で ある 。 生 きた もの は
， すべ て

， 絶 えず生成 し

発展 して い く。

…
民主主 義に せ よ共産主 義に せ よ，その 基 本 的理 念 ない し原則 に は変化

が な い と して も ， その 形 態にお い て 進化す る だ けで な く， また そ の 内容 に お い て も生成

し発 展 して 行 くもの で ある」，
と い う3 つ の 観点を挙 げて い る 。

　 大河 内は
， 西欧民主主 義に対抗 して ソ連が主張す る 「ソ ビ エ ト民主 主義」に つ い て ，そ

の 根幹は プ ロ レ タ リア 独裁で あ り， そ の 実態 は 国民の 実質的 な言論 の 自由，選挙の 自由

を欠い た共産党独裁 とな っ て お り民主主義 とは 明 らか に矛 盾す る と して ソ 連 の 現 実 に つ

い て は 厳 し い 批判を行 っ て い る 。 しか し重 要な こ とは，「現在の ソ連 に おい て はい まだに

民 主主義が 実現 して い な い と い う事実 に よ っ て
， 共産 主義

一
般が，絶対 に民主主 義 の 原
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理 と無縁な る もの だ と判断す る こ とは早計で ある」 と して
，

ソ 連の 現実か ら直ちに 共産

主義 を民主主義の 対 立物 とは して い な い 事で ある 。 そ れ は
，

・一
つ に は 共産 主義の 現 実 と

理 念 を区別 し，国家の 廃 ILと万 人 の 自由，平等の 実現 を理 念 と した マ ル クス
，
エ ン ゲル ス

の 共産主 義理 論は 民主 主義 と相 い れ な い もの で は な い と評価 し，さらに ，
ソ 連の 現実の

中 に も 「ス タ
ー

リ ン 憲法 の 粘神 に もみ られ る よ うに，プ ロ レ タ リ ア 独裁の 基 本体制 の 中

に 民主主義の原 則 をさ し人 れ て行 こ う とす る強 い 動 きの ある こ とは否定 し得な い
。

…民

主主義の 精神 を実現 しよ うとす る と こ ろ に ソ 連共産主義 の 理 念が存 してい る こ とを物語

っ て い る 」と評価する か らで あ る 。 結論 と して 大河 内は，「ふ つ う民 主主義 と共 産主義 と

の 対 立 とい うの は
， それ は

一
應の 意味 に お い て の 対立 で あ っ て ，決 して 本 質 的 に絶対的

に対立 する と きめ て かか る こ とは危険で ある」 と述べ て い る が，こ れ が大河 内草稿の 基

本的 ト
ー

ン で あ っ た 。 大河内の 草稿は こ の 章の 当 初の 概 要 「他の 制度 と比較 した民主主

義」 と基調 を同じ くし，それ を具体 化 した もの と して 位置づ ける こ とがで きる 。

（2）尾高
・ベ ル に よる 改訂草稿

　1948年 7月初旬に完成 した尾高
・ベ ル に よる改訂草稿は

3”

， 大河内草稿 を もとに こ れ を

書 き換 えた もの で あ る 。 二 つ の 草稿 を読ん だあ る 日本 人は ，「第 2稿 は
， 多か れ 少なか れ

共産主義 の 理 論 と実践 に 対する 直接の 論評 を控 えて い た 第 1稿 よ りも目的に適 うもの で

あ る 。

…
日本語の 表現で

“

痛 い と こ ろ を衝 く
”

とい う言葉があ る が ， 第 2稿 は 効果 的 に共

産主義者の 痛 い とこ ろ を衝 き
， 同時に 民主 主義の 長所 また は強み を明確に 日本人 の読者

に 浮 き彫 りに し認識で きる よ うに して い る 。 当然 ， 最初 の 草稿 よ りも共産主義者及 び 同

調者に よる よ り強 い 反対 に 会うこ とに な ろ う」
32）

と い う コ メ ン トを寄せ て い た が ， 「プ ロ

レ タ リ ア 独裁」下 に お ける ソ 連 の 非民主主義的実態の 暴露 を前面 に 押 し出 し他方 で 西 欧

民 主主 義の 積極的擁護 を内容 構 成 の 柱 に して い る 点に改訂草稿の
一

つ の 特徴が あ っ た 。

さ らに両草稿 の 相違は こ れ に 止ま らず，共 産主義 と民 主主義 の 関係に 関す る評価 とい う

基 本的論点に も及ん で い た 。 た と えば改訂草稿で は
， 「独裁主 義は

， 戦後の 世 界か らは
一

掃 され た 。 それで は，現代 に は，独裁主義 の 國は もう全 くな くな っ て しま っ たの で あろ

うか 。 い や ， そ うで は な い
。 今 日 の世 界 に も ， まだ も う

一
つ の 独 裁 政治の 形態が 残 っ て

い る 。 それ は ， 現 に ソ ビ エ ト連邦で 行 われ て い る と こ ろ の
，

い わ ゆ る 『プ ロ レ タ リア独

裁亅で ある 。 」 と して，共産主義 を独裁 主義 とい う名の 下 に フ ァ ッ シ ズ ム と 同
一

視 し， 共

に 民屯主義の 本質的敵対物 として 性格づ けて い る こ とで ある 。
こ れ は先 に紹介 した大 河

内草稿の 立場 を否定 し根本 的に転換させ た決定的 な変化で あ っ た 。

　次に ，尾高
・ベ ル の 第 1次改 訂草稿 に対する GHQ 各部局及 び文部省の コ メ ン トに応 え

最終草稿が 1948年 8月以降作成 され るが，そ れは
， 第 1次改訂草稿の 表現を多少和 らげた

りス ター リン へ の 直接的言及 を控 える とい っ た程度の 極 く部分的修正 を行 っ た にすぎず，
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文部省著作社会科教科書 『民主主義 （E＞』C
’Primer　of　Democracy

”

）の成立経緯

民主主義と共産主義に 対 す る評価 と性格づ けは全面 的 に引 き継 い で い る 。

　こ れ まで 検討 して きた ように ， 『民 主主義』の 第 11章は
， 大河内草稿 で は な く尾高 ・ベ

ル改訂草稿 を もとに した もの で あ り， 後者 は大河 内草稿の 基 本的論 点 を否定 し，章の 構

想を転換 させ た上 に作成 され た もの で あ っ た 。 1948 年 2月に大河 内草稿 を検討 した時点

で ベ ル は ， 文章表現が 難解で あ る の で 書 き換 えが必 要で あ る が ， 内容は適 切 で 有意義 で

ある と評価 して い た 。 しか し，これ以降の 改訂は文章表現 に止 ま らずそ の 基本的内容，章

の構想に まで 及ぶ こ と に な る 。

　次に，第 11章の基本的内容 と構想 の 転換の 背景を探 るた めに ，

ベ ル の 政治教育論及 び

CE の 政治教育方針の 変化 に つ い て 検討す る こ とに する 。

111． CIEの 政治教育方針及びベ ル の政治教育論の 変化

1， CIE の 政治教 育方針 の 変化

　CIE が GS と の 協議 に基づ き作成 した三 つ の 時期 の 「政治的情報教育計画」（1947年 11

月 10 日付 ，
1948年 3 月3 日付草案及 び 1948年 12月 14 日付）の 比 較 を通 じ， 『民主主 義』

の 作成過程 にお け る CE の 政治教育方針 の 変化 を検討す る 。

　1947年 11月計 画 は
，
プラ ン の

一
般的 目的 と して 「1．新憲法 に含まれ て い る付随す る責

任 と同様 に権利 に つ い て の 認識 を日本人の 精神 に造 りだす こ とを援助する こ と，2．全 体

主義的 タイ プの 政府 に よ っ て つ くられた 法や命令の 古 い 概念 を排除す る こ と を援助 す る

こ と， 3．現 在の 政府に対す るシ ニ カ ル で 受け 身の 態度 を よ り積極的参加の 態度に 変化 さ

せ
， 信頼 で きる 政府 を作る の は 自分自身の 責任 で あ る と い う事実を人 々 に認 識 させ る こ

とを援 助す る こ と
，
4．現在の 経済的 ， 政 治 的苦境 は

， 国民が か つ て 強 制 され また 積極的

に受け入れ た政治形態 の結果で あ るこ と を 日本人が 認識す る こ とを援助す る こ と
，
5．現

在 ， 政治的情報教育計画に参加 して い る多 くの グル ープ を拡大 し， 適切 な情報 を提供 し

つ つ 多 くの グル ープに指導 を与える こ と」の 5点 を掲 げて い た
3
  こ の 方針 は，戦前の 超

国家主義 ・軍 国主 義的制度や概 念 及び 政 治意識 に お ける封建的要素の 排除 ・払拭 と新憲

法 に代表 され る新 た な民 主主義的精神 の 普及 と育成 を 2本柱 とす る まさに 民主 化の 時 期

にふ さわ しい 政治教育方針で あ っ た 。

　次に ，こ れが 1948 年 3 月草案
勵

にお い て どの よ うに変化 したの か を見る こ とにす る 。

文章表現や細部の 問題 をの ぞ い て 両計画 を比 較す る と
，
1948年 3 月草案 で は上 記の 「4」

が 「自由で 民 主的な 国家 に お ける生活 の 利益 との 対比で ，外国の 非民主 的イ デ オ ロ ギ ー

の 便宜主義的な約束の 陰に ある虚偽をロ本人が認識する こ とを援助す る こ と」 と い う内

容 に全面的に 変更 され た点 に大 きな相違が 見られ る 。
こ の 相違 は

．一
般 的 目的に限 らず計

画全体の 基調 に お ける相違点，変化 と して 現れて い た 。 第 1に ， 政治 的情 報教 育計画の 目
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的を 1947 年 11月計画は，「民 主主義的方 法 と民 主ギ義 にお ける 個人の 権利 と責 任 に つ い

て 徹底的に 日本人に 知 らせ る政 治的情 報育計画の 完全で 総合的な計画 の 定式化 をする こ

と」 と して い た が ，
1948 年 3 月草案は，「その よ うな計画 を通 じて ，民 主主義 と全 体主義

（totalitarianism ＞の 問 に存 在す る見解 の 相違 と戦 うこ と」とい う項 日を加 えて い た 。 さ

らに
， 結論の

一
つ として 「

一
見 した とこ ろ ， 外国の 非民主的 イデ オロ ギーは 日本の 政治機

構 に広範 に浸 透 して い な い こ とは認め られ るが，占領 の 終結 を前に して ，国民が 全 体主

義体制 との 対比 で民主主義の 利益を認識する よ うに なる こ とは非常 に重 要で ある」とい

う勧 告を行 っ て い た 。 1948年 3 月草案 は，従来の 民主 キ義の 普及 ， 定 着 と い う目標 と同

時に 「外国の 非民主 的イデ オ ロ ギ ー
」， 「全体主義」に対する批判 と攻撃 を明確 な目標 と し

て 並立 させ た点に大きな特徴が あ っ た 。 即 ち
，

“

反共
”

が政 治教 育 シ ン ボ ル の
一

つ と して

登場 して きた と い う変化があ っ た 。

　第三の 1948年 12月計画
3s「

は，翌 月の 総選 挙に向けて の 限定的計画で あ っ たが，そ の 目

的 は 「来る べ き選挙で 詳細 な情報 に もと つ い た 投票 を激励 し
…

そ れに よ っ て 全体主 義的

教義 と闘 い
， 誠実で 建設 的な指導者の 成 長に貢献す る こ と」 と し，「全体主義的政 策に専

心 して い なが ら，…人々 を奴 隷化する 策略 と して 『人権』の 擁護者で あ る と公 言す る候補

者」に騙 されない ような情報教育計画の必要性を力説 して い る
。

こ の よ うに 1948 年 12月

計画 は
， 同年 3月草案の 基 調 を引 き継 ぎ ， 「冷戦」の 進行 とい う政 治教育 をめ ぐる 情勢の

変化に伴 い さ らに 反共的側面 を強め た もの と評価す る こ とがで きる 。

　以上 の よ うに三 つ の 時期 の 政治教育方針 を比較す る と，その 転換 点が 1948 年 3 月草案

にあ っ た とい うこ とが で きる 。 同年 5月，CIEは G2，
　CIS （民 間諜報局）に対 して 「将来

の …行動の 為に」教育機関 に お ける 共産主義情報の 提供 を初 め て 要請 した が
3S）

，そ れ は 政

治教育 方針 の 転換 に矧 芯した CIE の 新 た な動 きで あ っ た 。

2，ベ ル の 政 治教育認識 の 変化

　ベ ル は
， 既 に 1947年 4 月の 時点で ， 政 治教育の 立 ち遅れ と他方で 活発 な共産主義者の

動向に 関 して次の ような危機感を抱い て い た 。

　　「日本の 共産主 義者 とその 同調 者が ， 青年 を含 む 日本人の 広範な部分 に ロ シ ア製の

　　
“

民主主義
”

を売 り込 もうとす る積極的な活動 を行 っ て い る と い う充分 な形跡が あ

　　る 。 彼 らの 方針 は
， 広大 な対立 は

， 共産主義 と民主主義 との 間に で は な くソ ビ エ ト

　　で実践 され て い る民主主義 と ア メ リ カ で実践 さ れ て い る 金銭 つ くの 資 本主義 と の 間

　　にある とする こ とで ある 。
こ れ らの 活動 を挫 くた め の 精力的で 明確 な行動が取 られ

　　な い 限 り，最終的結果は
， 我 々 が 独 りよが りで そ うな る だ ろ うと考えて い る よ うに

　　は な らない だろ う」
37）
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　こ の よ うな中 で ベ ル は ， 「アメ リカ人が，ロ シア人が 自分が共産主義の 長所 と考えて い

るこ とを説教 して い る の と同 じ積極性 と熱 意を持 っ て 民主主義の 長所 を説明 し教 える こ

と」
37L

が決定的に 重要に な っ て い る と い う認識 を示 して い た 。 その 意味で ベ ル が，『民主

主 義』の うち 「他 の 制 度 と比 較 した民主主義」（仮題 ）と い う章が 「こ の 本で おそ ら く最

も重要な章」にな る と当初 よ り考え重視 して い た こ とは 明 らかで ある
3
％ また，こ の 時点

で ベ ル が考 えて い た 政 治教育の 内容の 中心 は 共産主義批判 で は な く 「民主主義の 長所 を

説明 し教える」こ とにあ っ たが ， それ は先に 紹介 した 「他の 制度 と比較 した民主主 義」概

要の 構 想 と ほ ぼ対応す る もの で あ っ た 。

　とこ ろが 『民主主義』（．ヒ）の 発行が近づ くに つ れ ベ ル の 政治教育方針は 変化 して い く。

1948年 10 月 21 日付 オ ア宛 メ モ で
，

ベ ル は
，
政治教育方針の 転換 を宣 言する に至 る 。

　　「元来 ， 日本 の政治教育計画 に関する 私の考 えは ， 民 主主義の 成果 を示す とい う建設

　　的な もの で あ っ た。こ の よ うな努力は引 き続 き，
な お

一
層積極的 に行 う必 要が ある 。

　　しか し，今 日 まで の と こ ろ
，

こ の 目標の 達成 とい う点で は
， 我 々 は 充分な成 功か ら程

　　遠 い 状態 に ある 。 他方で ，こ の 間に 共産主義者は政治的に無知 な多 くの 日本人 に 品

　　物の 偽の 勘定書 を売 りつ ける こ とに相 当の 成果 を収めて きた 。 従 っ て ， 今後　我 々

　　は政治教育の 力点 を否定的側 面 に置か なければ な らな い
。 所謂共 産主義 を実際 に そ

　　れ が そ うで あ る と こ ろ の 国家主義的全 体主義 として暴露 す る こ とで ある 。 」
39 ］

　つ ま り，
「民主 主義の 素晴 ら し さ を示す こ とを基本 と し，付随的に の み共産主義 の理 論

の 虚偽 と危険性 を指摘 する」
4°〕

とい うこ れ まで の 政治教育方針 （＝ positive　program ）

の 力点 を変え，共産主義批判 を前面に押 し出した それへ （＝ negative 　program ）と転換

させ る 必要がある とい うこ とで ある 。 さらに 「ソ ビ エ トにお け る政 治教育 は正式 に 3歳

か ら始め られ る 。 我 々 は 少な くとも6歳 か 7歳か ら始め なけれ ば な らない 」
39，

と して 地方

軍 政チ ーム に対 して 「共産主義対民 主主義 （実際 に は ロ シ ア 人対 ア メ リカ人）の 衝突 を，

公 然 と教室で の 討論や学校や大学の 集会に持ち出す よ うは っ きりした指示」 を出す こ と

等の 具体的計画 を提案 して い る
39）

。 さ らに ベ ル は
，

オ ア宛 1949 年 1月 21 日付 メ モ にお い

て 『民主主義』の積極 的活用 を筆頭 に い くつ かの 反共教育 ・情報計画 を挙げ ，
そ れ を 「ソ

ビ エ ト共産党 と の イデ オ ロ ギ
ー

闘争 に お け る
“

原 爆
”

」
4e ）

と して 位置づ けて い た 。

　 「他の 制度 と比較 した民主主義」概要の構想 を基調 とした大河内草稿か ら共産主義批 判

を鮮 明 に した 尾 高 ・ベ ル 草 稿 へ の 変 化 の 背 景 に は，こ の よ うなベ ル の
“
positive

program
”

か ら
“
negative 　program

”
へ の 転換 とい う政 治教育方針の 変化及 びCIEの 政

治教 育方針の 反共化 とい う背景 が 存在 した もの と考えられ る 。
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lV　CiE と反共教育政ee− 1　948 年時点の特徴

　 か つ て GHQ は
， 「米國 人は 民 ヰ三々 義 に色々 な型 の ある こ とを認め て い る ，米國人は米

國 式の 民 主 々 義 を最良の もの だ と思 っ て ゐ るの は 當然 で あ る が
，
英 國人

，
ソ 聯人 は また

白分 た ちの 國の 民主 々 義 を最 良の もの と考へ て ゐ るで あ らう」
lv

と して民主主義の評価

に対す る 中立 を宣言 して い た 。 しか し，「民 主主義』は こ の 立 場 を公然 と放 棄 し，［西欧 ＝

真 の 民主 主義1，［ソ ビ エ ト ＝ 独裁主義 ＝ 民 卞主義 の 敵 ］と断定 し，民主主義の
“

正統
”

と

“

異端
”

に つ い て 教科書に お い て 初め て 審判 を ドす こ と に な っ た 。 そ れは
， 資 本主義 に 代

わ る 選択肢の 一 つ と して 共産主義を修 正 資本主義，杜会主義 と並 列 して 客観的に解説 し

た上で ，日本の 進 むべ き道 を 「それ は諸君が
，
ll本の 再 建 と世界 と 人類の 福祉 と平和の た

め に最 もよ い と信ず る とこ ろ に從 っ て
， 自分 で 選 ぶ ほ かない 」 と して い た 1948年 4 月発

行の 文部省著作杜会科教科書 『政府 と経 済生活』の 立場 を大 きく転換 させ た もの で あ り，

GHQ 及 び CIE の 占領教育政策反共化の 重要 なあ らわ れで あ っ た 。
こ れ は CIE 内で も政治

教育の 立 ち遅れ に特 に 危機感 を抱 い て い たベ ル の イニ シ ア テ ィ ブ に よ っ て な され た もの

で あ っ たが，他方，CIE内で 反共政 策の もう　
一
人の 立 役者で あ っ た イール ズ もこ の 頃オ ア

に
一

つ の 提 言を行 っ て い た 。 すなわ ち，イール ズ は 「囗本政府 は ， 教授 ス タ ッ フ か ら活動

的な共産党員 を解雇す る こ とに つ い て SCAP か ら激励，支持 を受ける だ ろ う」
1ピ，

として レ

ッ ド・パ ー
ジ の 実施 につ い て 示唆 を して い た 。 しか し，イー

ル ズ は こ の 時点で は 未だ 「共

産党の イ デ オ ロ ギー
や 組織 と闘 う上 で 最 上の そ して 長期的にみ て唯

一
効果 的な方法 は ，

否定 的 プ ロ グ ラ ム （negative 　program ）で は な く建 設 的 プ ロ グ ラ ム （positive

program ）を通 して で ある 」
4z／

とい う認識 を堅持 して お り，
こ の 点で は ベ ル との 相違が あ

っ た 。 CIE内に お ける こ の ような相違は，少な くとも 1949年初旬に は 解消 し，
　CIE全体が

ベ ル の 認識で 統
一

さ れ る こ とに な っ た 。 オ ア は 「1949年の 初 め に なる と
， 目立 っ て 共産

主義 者 の 影響が増大 し…教育課 に は，必 然的に い っ そ う積極的な対抗措置 を とる よう圧

力が か け られた 」
蚓

と して い る が ， CIEは 1949年 2月初旬 に CIS，
　 G2 と教育界にお け る共

産主 義対策の 為の 合同会議 を開催 し
，

こ の 後 CIE 内 に共産主義対 策の 特別 の 委員会 を設

置 し広範 な反共情報 ・教育計画 の 検討 を開始 し て い る 。

　CIEの 反共教 育政策の 展開 とい う点か ら見る と，1948年はその 具体化が 『民主 主義』の

発行 とい う形で な され た とい う点か ら も
，

また イ ー ル ズ に よ りレ ッ ド・パ ージ構想へ の 着

手が な され た と い う点か らもそ れ以前 に は見 られ な い 画期 をなす時期 ， 本格的反 共教育

政策始動 の 時期 と して 位置 づ け る こ とが で きる 。 同時 に，CIE全体 が まだ
“
negative

program
”

へ の 転換 とい う方向で 統
一 されて お らずそれ に 至る過渡期 に あたる 時期 で あ

っ た とい う点に ，
“

negative 　program
”

を前面 に掲 げ反共教育政策の 全面 的展開を図る
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1949 年以降との 相違が あっ た 。

お わ りに

　狸民主主義』と 『薪 しい 憲法の はな し』は，CIE，文部省の 担当者が全 く同
一で

， 同時期

に作成が ス ター トし平行 して 作成作業が 進め ら て い た 。 と こ ろが
， 『あた ら しい 憲法の は

な し』．に 対す る評価が当時 も現在 にお い て も総 じて 高 い の に対 して
， 眠 主主義』はその

反 共的性格が 問題 とされ必 ず しも高 い 評価 が与 え られて い な い の は何 故な の か とい う問

題がある 。 歴史に
“
if
”

とい う諄葉を持ち込んでは な らない とい うこ とが 言われ るが
， も

L 眠 主主義］が 当初の チ憲 どお り 噺 しい 憲法の は な し』が発行 されたの と同 じ 1947

年夏に 発行されて い た と仮定 したな ら，それ が実際 に受けた悪評 を蒙る こ とが なか っ た

の で はな い か と考え られ る 。 『民主主義』の 当初 の 作成 意図 は
， 新憲法に示 された民主主

義 の精神の 普及 ・啓蒙 を目指 した 『新 しい 懣法の はな し』とその 趣旨 ， 暴調を同 じ くす る

文 寧 どお りの 「民主主義の 手引書 」（Primer　of 　Democracy）の 作戒 にあ り， 共 産主義批

剥 を 目的 と した もの で はな か っ た 。 しか し，その後共産主義批判 とい う目的が加 え られ ，

そ れが強調 される こ とに よ っ て 当初の 作成意図は修正 され る こ とに な っ た
。

こ こ におい

て，
“
民主主義

”
とい う言葉は 「反軍国主 義の シ ン ボル か ら反共主義の そ れへ と変質」

卿

さ

せ られ る こ とに なる 。 そ れ に は発行時期の 予定 よ り1年の 遅れが大 きな意味 を有 して い

た。 その 1年が ， ほ か な らぬ ig47年か ら 1948年 にか けて で あ っ た と い うこ と に よ る 。

　周知の よ うに 1948年 とい う年は
， 餞際冷戦の 激化 を背景に ワシ ン トン における アメ リ

カの 対 日政策が大 き く転換 して い く画期 となる時期 で あ っ たか らで あ る 。 その 本格的展

開は 1949年か ら 50年にか けて で あ っ た が ， それ へ の 始動 は既 に 1948年 に は経済政策分

野 か ら ス ター ト して い た 。 こ の よ うな中で ，1948年 には GHQ 内部で は 「しだ い に GS か

らG2 へ ，リベ ラ ル か ら保守派へ と発言権の 比重が移 っ て ゆ く」
4E” とい う変化が 進行 し，

また ，

“
鬨内冷戦

”
を反 映 して 反共政 策の 強化が労働分 野 を中心 に本格化す る 。 他方 ，

ベ

ル らの 母国 ア メ リカ に お い て も，日本 に先駆 け反共政 策が 大規模 に展開され て い た 。 そ

れ が頂点 に達する の は 1950 年以 降の
“

マ ッ カ ーシ ー旋風
”

にお い て で あ っ た が
， 既 に

1946，7年以 降，

“

プ レ ・マ ッ カ
ー

シ ズム
”

現象が年々 激 しさを増 し進行 して い た 。 1946

年宋に ， 下 院非 米活動調 査委員長の 」．P ・トー
マ ス は 「きた るべ き2年間の われ われ の 諜

題 は ， 共産主義 を根 こ そ ぎな くすこ とで あ る 。
こ れ は 暴露 ， 摘発 ， 追及 に よ っ て な し得

る 押 と豪語 して い たが ，それ は単 な る口先だ けの こ とで は なか っ た 。 1947 年に ボ イ

ヤ ーは
，

それ を 「過去の 『赤だとい う脅 し』と 1946年に開始されて い らい
， 日 1 日，週 1

週 ， 年 1年た えまな くつ づ い て い る現在の それ とを比 較する こ とは ， まるでお もち ゃ の ピ

ス トル と原子爆弾 とを比較する ようなもの だ」
47j

と巧み に描い て い た 。 こ の よ うな現象
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は教育界 に も及ん で い た 。 オ ハ イ オ 州立大 学にお ける 反共産主義者署名の 実施 （1948年

5月），
ワ シ ン トン大学に お ける 共産主義者排 除の 調査 ，聴聞の 開始 （玉948年 7月），共産

主 義者 を教職不 適格者 と して 追放 す る こ とを規定 した メ リ ーラ ン ド州 に お け る オ
ーバ ー

法の 制定 （1948年）な ど
，
1948年に は 教育界に お い て共産主義者排除 ・追 放政策が 登場

す る 。 「国際冷戦」 の 激化 とそれ に連 動 した母 国ア メ リ カ及 び 日本 にお ける 「国内冷戦」

の 進行 とい う情勢 の 大 きな変化は
，

ベ ル とCIEの冷戦思考を強め，それ が教育政策や政治

教育方針 に反映 す る の は 当然の 成 り行 きで あっ た とい うべ きで あ ろ う。
ベ ル の 政治教 育

方 針におい て は ， それ が本来の
“
positive　program

”
か ら

“
negative 　program

”
へ の 転

換 とい う形で端的に 現れ ， それが 第 lI章の 内容，性格の転換の 要因 とな っ た の で あ っ た 。

　また ， 「民主 主義』の作成に 着手 した 当初 ベ ル は
， それが 「（政治教育推進の ）助けに な

るだろ うが ，
こ れ らの 材料は政治教育の 包括的計 画の

一
部 と見 なすべ きで あ る押 と して

必 ず しも決 定的 な重要性 を与 えて い なか っ た 。 しか し， 占領教育政策にお い て 反共的傾

向が 強まる に つ れ ，
ベ ル お よび CIE に と っ て 反共教育政 策推進 の 手段 と して 『民主主 義』

へ の 期 待 と位置づ けが 次第に大 きさを増 す こ とに な り，つ い に は 「ソ ビ ェ ト共産党 との

イデ オ ロ ギ
ー

闘争 にお け る
“
原爆

”

」，「共産主義 に対す る見事な告発状」
49 ）

として 位置づ

け られ る こ と に な っ た
5
％

・

王

一
宦
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育方針 に お け る 力点
・
強調点 の 移動 で あ っ て

， 反共的側 面 が 強 くな っ た と は い え 「民主主義』は依

然 と して 「民主 主 義 の 手引 書」と し て の 性格 を有し て い た の で は ない か と い う仮説 を筆者は 抱 い て

い る 。 こ れにつ い て は 今後， 『民主主義』全体の 作成過程 の 分析及び 『新 しい 憲法 の は な し』との 内

容対比 を通 じて 明 らか に した い と考えて い る 。
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